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群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
号 

 
 
 

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
館
林
市
の
全
域
及
び
渋
川
市
の
全
域
」
を
「
桐
生
市
、
伊
勢
崎
市
、

館
林
市
及
び
渋
川
市
の
全
域
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

   

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

 

群
馬
県
規
則
第
三
十
一
号 

 
 
 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
二
十
四
条
第
三
項
」
の
下
に
「
（
条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項

（
条
例
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条

第
三
項
及
び
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第

二
十
四
条
第
四
項
」
の
下
に
「
（
条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
三
項
（
条
例
第
五
十
一
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
三
項
及
び
第
五
十
一
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

（
共
益
費
の
範
囲
） 

第
三
十
四
条
の
二 

条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
費
用
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用

と
す
る
。 

一 

階
段
灯
、
廊
下
灯
及
び
外
灯
に
係
る
電
気
の
使
用
料
及
び
消
耗
品
費 

二 

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
及
び
給
水
施
設
に
係
る
電
気
の
使
用
料 

三 

共
用
水
栓
に
係
る
水
道
の
使
用
料 

四 

共
同
施
設
及
び
汚
水
処
理
施
設
の
使
用
及
び
維
持
運
営
に
要
す
る
費
用 

五 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
施
設
等
の
維
持
運
営
に
要
す
る
費
用
で
あ
っ
て
、
入
居
者

の
共
通
の
利
益
を
図
る
た
め
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の 

（
共
益
費
の
額
の
算
定
） 

第
三
十
四
条
の
三 

条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
一
月
に
つ
き
、
算

定
す
る
日
の
属
す
る
年
度
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
算
定
年
度
」
と
い
う
。
）
の
前
年
度
に
お

け
る
当
該
県
営
住
宅
に
係
る
前
条
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
額
を
算
定
年
度
に
お
け
る
当
該
県
営
住

宅
の
入
居
者
数
で
除
し
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額
に
当
該
費
用
に
係
る
施
設
等
の
使
用

の
状
況
等
を
勘
案
し
て
知
事
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
徴
収
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な

事
務
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額
を
加
え
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
よ
る
こ
と
が
で

き
ず
、
又
は
こ
れ
に
よ
る
こ
と
を
適
当
と
し
な
い
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。 

別
記
様
式
第
七
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
中 

「 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

 
 

 

   

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
九
号
中 

「 

  
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

 
 

 

       
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
三
十
八
号
中
「 

 
 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 
 

 
 
 

」
に
、
「 

 
 

 
 

■ 

規 
 

則 

館
林
市

 
・

 
渋
川
市
 

桐
生
市
・
伊
勢
崎
市
・
館
林
市
・
渋
川

 
市
 

４
 
敷
金
（
家
賃
の
３
か
月
分
）

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 
 ５
 
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

 

４
 
共
益
費
月
額

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 
（
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
２
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
徴
収
す
る

 
共
益
費
で
、
そ
の
額
は
、
毎
年
度
、
施
設
等
の
使
用
の
状
況
や
徴
収
に
要
す
る
費
用
等
を

 
勘
案
し
て
定
め
ま
す
。
）

 
 ５
 
敷
金
（
家
賃
の
３
か
月
分
）

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 
 ６
 
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

 

４
 
共
益
費
月
額

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 
（
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
２
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
徴
収
す
る

 
共
益
費
で
、
そ
の
額
は
、
毎
年
度
、
施
設
等
の
使
用
の
状
況
や
徴
収
に
要
す
る
費
用
等
を

 
勘
案
し
て
定
め
ま
す
。
）

 
 ５
 
敷
金
（
家
賃
の
３
か
月
分
）

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 
 ６
 
入
居
承
認
の
有
効
期
間

 
 

 
 
 

 
 

 
年
 
月
 
日
か
ら

 
 
年

 
月

 
日
ま
で

 
 ７
 
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

 

充
当
前
未
納
家
賃

 
充
当
前
未
納
家
賃
等

 
充
当
後
未

 

４
 
敷
金
（
家
賃
の
３
か
月
分
）

 
 
 

 
 

 
 
 

 
円

 
 ５
 
入
居
承
認
の
有
効
期
間

 
 

 
 
 

 
 

 
年
 
月
 
日
か
ら

 
 
年

 
月

 
日
ま
で

 
 ６
 
同
居
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
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」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 

」
に
、 

「 

      
 

 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

」 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

     
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 

る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
四
号
中
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

」
に
、 

「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

を 「 

    
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」 

に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
五
十
三
号
中
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」
に
、
「 

 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 
 

 
 
 

 

」
に
改
め
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
。 

（
準
備
行
為
） 

２ 

群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
六
年
群
馬
県
条
例
第
三
十
九 

号
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
の
施
行
の
日
前
に
行
う
共
益
費
の
徴
収
の
た
め
に
必
要
な

行
為
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行

規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
例
に
よ
る
。 

（
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
施
行
規

則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
が
あ
る
と
き
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

           

充
当
後
未
納
家
賃
等

 
納
家
賃

 

 

    

年
 
月

 

 

    

金
 
 

 
額

 

 

    

年
 
月

 

 

    

金
 
 

 
額

 

 を

 

    

内
 
容

 

 

    

年
 
月

 

 

    

金
 
額

 

 

    

内
 
容

 

 

    

年
 
月

 

 

    

金
 
額

 

 に
改
め 

群
馬
県
住
宅
供
給
公
の
社
理
事
長

 
群
馬
県
住
宅
供
給
公
社
の

 

理
事
長

 

 
入
居
者
は
、
下
記
の
と
お
り
県
営
住
宅
を
退
去
し
ま
す
の
で
、
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条

 
例
の
規
定
に
よ
り
住
宅
を
返
還
し
ま
す
。
住
宅
の
か
ぎ
は
、
す
べ
て
速
や
か
に
返
却
し
ま

 
す
。

 
 

 
な
お
、
未
納
の
家
賃
及
び
私
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
賠
償
金
が
あ
る
と
き
は
、

 
敷
金
を
も
っ
て
こ
れ
ら
に
充
当
し
て
も
異
議
あ
り
ま
せ
ん
。

 

入
居
者
は
、
県
営
住
宅
を
退
去
し
ま
す
の
で
、
群
馬
県
県
営
住
宅
管
理
条
例
第
３
４
条
第

 
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
住
宅
の
鍵
は
、
全
て
速
や
か
に
返
却

 
し
ま
す
。

 
 
な
お
、
未
納
の
家
賃
、
同
条
例
第
２
７
条
の
２
第
１
項
の
共
益
費
、
損
害
賠
償
金
等
が
あ

 
る
と
き
は
、
敷
金
を
も
っ
て
こ
れ
ら
に
充
当
し
て
も
異
議
あ
り
ま
せ
ん
。

 

未
納
の
家
賃
、
同

 
未
払
の
使
用
料
（
家
賃
）
及
び
損
害
金
等

 

条
例
第
２
７
条
の
２
第
１
項
の
共
益
費
、
損
害
賠
償
金
等

 
明
渡
請
求
期
期
限

 
明
渡

 

請
求
期
限
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